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第 1 章 計画策定の趣旨・位置づけ 

１ 計画の趣旨 

我が国では、その国土の地理的・地形的・気象的な特性ゆえに、数多くの災害が発生し、その

度に甚大な被害を受け、その都度、長期間をかけて復旧復興を図る、といった「事後対策」を繰

り返してきている。国は、こうした状況を避けるため、今一度、大規模自然災害等の様々な危機

を直視し、平時から大規模自然災害等に対する備えを行うことが重要であるとした。これに当た

り、予断を持たずに最悪の事態を念頭に置き、従来の狭い意昧での「防災」の範囲を超えて、国

土政策・産業政策も含めた総合的な対応を行っていくために、平成 25 年 12 月に「強くしなやか

な国民生活の実現を図るための防災・減災に資する国土強靱化基本法」（以下「基本法」という。）

を、平成 26 年 6 月に基本法に基づく「国土強靱化基本計画」（以下「基本計画」という。）を策

定した。 

この基本法では、地方公共団体の責務として「第 4 条 地方公共団体は、（中略）国土強靱化に

関し、（中略）地域の状況に応じた施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施する責務を有する」

とされ、「第 13 条 都道府県又は市町村は、国土強靱化に関する施策の総合的かつ計画的な推進

を図るため、（中略）国土強靱化に関する施策の推進に関する基本的な計画（以下「強靭化地域計

画」という。）を、（中略）市町村の計画等の指針となるべきものとして定めることができる。」と

されている。 

本市では、地域防災組織の育成や地域における事前防災行動計画の策定支援に取り組み、防災

活動体制や地域防災力の強化を図るとともに、災害に強い施設整備を行い、安全・安心なまちづ

くりの実現を図ってきたところである。しかしながら、近年、大地震や台風、多発する集中豪雨

など、大規模な自然災害の発生リスクが高まっていることから、国の基本目標である「いかなる

災害等が発生しても、人命の保護が最大限図られ、地域社会の機能が維持され、被害の最小化、

迅速な復旧復興」ができる地域社会の構築を目指し、これに向けた取組みを総合的かつ計画的に

推進することを目的に、「貝塚市強靭化地域計画」（以下「地域計画」という。）を策定する。 

 

２ 計画の位置づけ 

地域計画は、総合計画と整合・調和を図りつつ、各分野別計画の強靭化に関する部分の指針と

して、基本法第 13 条に基づく計画として策定する。 

 

                  整合・調和 

 

     強靭化に関する指針                分野別計画の指針 

 

 

 

  

貝塚市強靭化地域計画 第 5 次貝塚市総合計画 

分  野  別  計  画 
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第 2 章 強靭化に対する基本的な方針 

１ 計画の基本目標 

基本計画及び「大阪府強靭化地域計画（以下「府地域計画」という。）」に則り、いかなる災害が

発生しても、以下の基本目標を達成できるよう地域計画の取組みを推進する。 

①人命の保護が最大限図られること 

②社会の重要な機能が致命的な障害を受けず維持されること 

③市民の財産及び公共施設に係る被害を最小限にすること 

④迅速な復旧復興がされること 

 

２ 計画期間 

本計画は、強靭化の推進に関して、中長期的な視野の下で施策の推進方針や方向性を明らかに

するものであり、貝塚市総合計画の計画終期に合わせ、令和 2 年度から令和 7 年度までの 6 ヵ年

計画とする。 

 

３ 対象とする災害（リスク） 

 本計画において対象とする災害リスクは、基本計画及び府地域計画に則り、大規模自然災害〔地

震・津波・風水害（台風、豪雨、高潮、土砂災害等）〕を対象とする。 

 

第 3 章 脆弱性評価 

１ 評価の枠組みと手順 

基本法において、脆弱性評価は、起きてはならない最悪の事態を想定した上で行うこととされ

ていることから、第２章に掲げた基本目標と本市の地域特性を踏まえ、基本計画及び府地域計画

を参考に、８つの「事前に備えるべき目標」とその妨げとなるものとして 22 の「起きてはならな

い最悪の事態」を次の通り設定した。 

 

事前に備えるべき目標 起きてはならない最悪の事態 

1 直接死を最大限防ぐ 1-1 不特定多数が集まる施設における大規模火災や施設の倒壊

による多数の死傷者の発生 

1-2 地震や津波、台風、高潮等による多数の死傷者の発生 

1-3 広域かつ長期的な市街地等の浸水による多数の死傷者の発

生 

1-4 大規模な土砂災害による多数の死傷者の発生 
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事前に備えるべき目標 起きてはならない最悪の事態 

2 救助・救急、医療活動

が迅速に行われると

ともに、被災者等の健

康・避難生活環境を確

実に確保する 

2-1 被災地での食料・飲料水等、生命に関わる物資供給の停止 

2-2 消防等の被災等による救助・救急活動等の絶対的不足 

2-3 医療施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援ルートの途絶、

エネルギー供給の途絶による医療機能の麻痺 

2-4 被災地における疫病・感染症等の大規模発生 

2-5 劣悪な避難生活環境、不十分な健康管理による多数の被災者

の健康状態の悪化・死者の発生 

3 必要不可欠な行政機

能は確保する 

3-1 市の職員・施設等の被災による市役所機能の大幅な低下 

4 必要不可欠な情報通

信機能・情報サービス

は確保する 

4-1 防災・災害対応に必要な通信インフラの麻痺・機能停止 

4-2 災害時に活用する情報サービスが機能停止し、情報の収集・

伝達ができず、避難行動や救助・支援が遅れる事態 

5 経済活動を機能不全

に陥らせない 

5-1 原料の調達から生産、消費者への製品到達までの繋がり（サ

プライチェーン）の寸断等による企業の生産力低下 

5-2 主要幹線道路や鉄道が分断するなど、基幹的交通ネットワー

クの機能停止による物流・人流への甚大な影響 

5-3 食料等の安定供給の停滞 

6 ライフライン、交通ネ

ットワーク等の被害

を最小限に留めると

ともに、早期に復旧さ

せる 

6-1 上水道等の長期間にわたる供給停止 

6-2 地域交通ネットワークの長期間にわたる機能停止 

7 制御不能な複合災害・

二次災害を発生させ

ない 

7-1 地震に伴う市街地での大規模火災の発生 

7-2 沿線・沿道の建物倒壊等による交通機能の麻痺 

7-3 ため池の損壊による死傷者や農業被害の発生 

8 社会・経済が迅速かつ

従前より強靱な姿で

復興できる条件を整

備する 

8-1 大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞により復興が大幅

に遅れる事態 

8-2 復興を支える人材等の不足により復興が大幅に遅れる事態 
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２ 評価の実施 

「国土強靭化地域計画策定ガイドライン」（内閣官房国土強靭化推進室）を参考に、大規模自然

災害〔地震・津波・風水害（台風、豪雨、高潮、土砂災害等）〕を対象に脆弱性評価を行った。 

脆弱性評価の結果については、「起きてはならない最悪の事態」別に整理し、別紙としてＰ10 以

降に掲載する。 

 

第 4 章 具体的な取組みの推進 

１ 施策の重点化及び推進方針 

強靭化の取組みを効果的かつ効率的に推進していくために、施策の重点化を図る必要があるこ

とから、本計画では、第 3 章 2 で実施した脆弱性評価 の「起きてはならない最悪の事態」の中

から人命保護、緊急性、本市の地域特性などの観点から、特に回避すべき 15 の【重点化施策】を

選定する。 

 

【重点化施策】 

起きてはならない最悪の事態 

1-1 不特定多数が集まる施設における大規模火災や施設の倒壊による多数の死傷者の発生 

1-2 地震や津波、台風、高潮等による多数の死傷者の発生 

1-3 広域かつ長期的な市街地等の浸水による多数の死傷者の発生 

1-4 大規模な土砂災害等による多数の死傷者の発生 

2-1 被災地での食料・飲料水等、生命に関わる物資供給の停止 

2-2 消防等の被災等による救助・救急活動等の絶対的不足 

2-3 医療施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援ルートの途絶、エネルギー供給の途絶に

よる医療機能の麻痺 

2-5 劣悪な避難生活環境、不十分な健康管理による多数の被災者の健康状態の悪化・死者の

発生 

3-1 市の職員・施設等の被災による市役所機能の大幅な低下 

4-1 防災・災害対応に必要な通信インフラの麻痺・機能停止 

4-2 災害時に活用する情報サービスが機能停止し、情報の収集・伝達ができず、避難行動や

救助・支援が遅れる事態 

6-1 上水道等の長期間にわたる供給停止 

6-2 地域交通ネットワークの長期間にわたる機能停止 

7-1 地震に伴う市街地での大規模火災の発生 

7-3 ため池の損壊による死傷者や農業被害の発生 
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２ 具体的な取組み 

重点化施策 

1-1 不特定多数が集まる施設における大規模火災や施設の倒壊による多数の死傷者の

発生 

【取組み】 ・ 地震発生後、人命の安全確保に加え、新耐震基準を満たしていない公共施設の

耐震化を進める。 

・ 新耐震基準を満たしていない消防団器具庫について、消防防災施設整備費補

助金などを活用して耐震化を進める。 

・ 民間住宅、建築物の耐震対策について、住宅・建築物安全ストック形成事業な

どを活用して推進する。 

・ 民間住宅、建築物の耐震対策を推進する。 

・ 危険空き家について、除却等の指導を行う。 

・ 倒壊建物を想定した狭隘空間救助訓練を実施する。 

・ 防災・安全交付金などを活用し、新耐震基準を満たしていない鉄筋コンクリー

ト造の市営住宅の耐震化を進める。 

・ 防災・安全交付金などを活用し、新耐震基準を満たしていない木造の市営住宅

の除却を進める。 

・ 災害発生時に自力で避難する事が困難な高齢者や障害者などが多く利用する

施設等について、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金や社会福祉施設等

施設整備費補助金などを活用して、防災・減災対策を推進する。 

・ 私立幼稚園及び認定こども園等については、保育所等整備交付金などを活用

して、耐震対策を進める。 

・ 災害発生時における被害軽減策として、各種店舗等の施設職員に対し初期消

火要領及び避難経路確認などについて、消防訓練時に指導を行う。 

・ 市内狭隘地区での火災に対応するため、住宅密集地域警防計画を策定する。 

・ 事業所等への防火指導等、防火防災意識の向上を図るとともに、各種防火イベ

ントの開催や市民への広報を通じ、住宅用火災警報器の設置及び維持（更新含

む）管理の啓発を図る。 

・ 不特定多数が集まる施設等に立入検査を実施し、消防用設備等の維持管理を

指示・指導し、合わせて防火啓発を実施する。 

・ 広報や防災講座などを通じて、各家庭において、家具の固定や通電火災を防ぐ

ための感震ブレーカーの設置などの安全対策や、食料の備蓄などが進むよう

普及啓発を実施する。 

・ 避難行動要支援者支援のため、避難行動要支援者名簿を定期的に更新すると

ともに、町会・自治会や自主防災組織など地域の協力を求め、要支援者の支援

体制づくりを進めていく。 

1-2 地震や津波、台風、高潮等による多数の死傷者の発生 



6 

 

【取組み】 ・ ストックマネジメント計画に基づき、防災・安全交付金などを活用して津田・

二色ノ浜・三昧川・見落川の 4箇所の雨水ポンプ場の耐震工事等を実施する。 

・ 大阪府が設置している護岸や防潮堤、水門などについて、本市が想定している

災害リスクに対応できているか適宜確認する。 

・ 現在整備している無停電行政防災無線放送設備の他に、広報車による情報伝

達やスマートフォンアプリなどの導入により、情報伝達手段の多重化を図る。 

・ 防災講座や防災訓練を定期的、継続的に実施する。 

・ 災害発生前、災害発生時に安全な避難行動が行えるよう、防災講座の開催や、

コミュニティ・タイムライン策定の取組みを推進する。 

・ 要配慮者利用施設において、災害時の円滑な避難が可能となるよう、水防法、

土砂災害防止法に基づく避難確保計画の策定を働きかける。 

・ 小・中学校において、避難訓練を実施するとともに、学級活動及び総合的な学

習の時間等で防災に関する学習を行う。 

1-3 広域かつ長期的な市街地等の浸水による多数の死傷者の発生 

【取組み】 ・ 浸水被害の軽減に向け、防災・安全交付金や下水道防災事業補助金などを活用

して、浸水を防ぐための雨水施設（管渠、ポンプ場等）を整備する。 

・ ストックマネジメント計画に基づき、防災・安全交付金や下水道防災事業補助

金などを活用して、雨水ポンプ場や雨水管渠等の雨水施設を点検調査及び改

築更新を行い、浸水災害の軽減を目指す。 

・ 河川及び水路に堆積した土砂や当該敷内に生えている立木などによる氾濫リ

スクに対応し、適宜、必要な河道掘削及び伐木等を実施する。 

・ 津波、洪水、内水及び高潮ハザードマップを作成し、ホームページへの掲載や

啓発冊子の全戸配布等によりリスクの事前周知を行う。 

・ 災害発生前、災害発生時に安全な避難行動が行えるよう、防災講座の開催や、

コミュニティ・タイムライン策定の取組みを推進する。再掲（1-2） 

・ 要配慮者利用施設において、災害時の円滑な避難が可能となるよう、水防法、

土砂災害防止法に基づく避難確保計画の策定を働きかける。再掲（1-2） 

・ 消防力が劣勢となった場合に備え、各種消防相互応援協定を締結する。 

・ 緊急消防援助隊の受入れ体制を整備するため、進出拠点の候補地調査及び受

援計画を策定する。 

1-4 大規模な土砂災害等による多数の死傷者の発生 

【取組み】 ・ 土砂災害ハザードマップを作成し、ホームページへの掲載や啓発冊子の全戸

配布等によりリスクの事前周知を行う。 

・ 災害発生前、災害発生時に安全な避難行動が行えるよう、防災講座の開催や、

コミュニティ・タイムライン策定の取組みを推進する。再掲（1-2、3） 

・ 要配慮者利用施設において、災害時の円滑な避難が可能となるよう、水防法、

土砂災害防止法に基づく避難確保計画の策定を働きかける。再掲（1-2、3） 
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2-1 被災地での食料・飲料水等、生命に関わる物資供給の停止 

【取組み】 ・ 現在締結している民間企業との物資供給に関する協定について、スムーズな

物資供給がなされるよう、随時、マニュアルの点検、物資供給事業者との協議

を行う。 

・ 各避難所等に備蓄計画に基づき食料・飲料水等を備蓄するとともに、常に使用

できる状態を保つため定期的に備蓄品の状態を確認する。 

・ 各家庭において、食料の備蓄などが進むよう普及啓発を実施する。 

2-2 消防等の被災等による救助・救急活動等の絶対的不足 

【取組み】 ・ 新耐震基準を満たしていない消防団器具庫について、消防防災施設整備費補

助金などを活用して耐震化を進める。再掲（1－1） 

・ 消防指令台の無停電装置及び非常用電源について、適宜検査をするとともに、

必要な機器更新を図り、常に作動できる状態の保持に努める。 

・ 緊急消防援助隊設備整備費補助金などを活用し、消防・救急車両を計画的に整

備する。 

・ 災害発生時の救助・救急体制の絶対的不足に対処するため、現状の団員数を維

持する。 

・ 救急救命士の養成及び消防職員として必要な知識、技能の習得のため、消防学

校等専門的な教育機関への職員派遣を維持し、資質向上を目指す。 

・ 青年層の消防団員の確保及び団員を専門的な教育訓練へ派遣するなど、消防

団の活性化・強化に努める。 

・ 消防力が劣勢となった場合に備え、各種消防相互応援協定を締結する。再掲

（1－3） 

・ 緊急消防援助隊の受入れ体制を整備するため、進出拠点の候補地調査及び受

援計画を策定する。再掲（1－3） 

・ 地域防災力の向上のため、自主防災組織の結成や活性化に向けた支援を行う。 

2-3 医療施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援ルートの途絶、エネルギー供給の

途絶による医療機能の麻痺 

【取組み】 ・ 医師会等との災害応援協定に基づき災害時医療救護活動訓練を実施する。 

・ 大規模災害時に、ヘリコプターが発着できる後方支援拠点となるせんごくの

杜防災広場からの各医療機関までの車両通行経路、及び、市が管理する道路の

啓開作業の優先順位について、整理を行う。 

2-4 

 

劣悪な避難生活環境、不十分な健康管理による多数の被災者の健康状態の悪化・

死者の発生 

【取組み】 ・ 避難所開設担当職員の訓練や避難所開設時の運用をふまえ、「貝塚市避難所開

設・運営マニュアル」を充実させるとともに、町会（自治会）、自主防災組織

などの協力を求め、避難所運営体制の確保を図る。 

・ 福祉避難所の運営体制を整えるとともに、社会福祉施設の協力による要配慮

者の一時受け入れ体制を整備する。 
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・ 避難所となる学校施設において、学校施設環境改善交付金などを活用して、非

構造部材の耐震化や非常用電源及び空調機の整備を進める。 

・ 災害時に設置する医療救護所の運営マニュアルを整備する。 

・ 貝塚市医師会と連携し医療救護所運営訓練を実施する。 

・ 避難所における生活ごみの回収体制を構築する。 

3-1 市の職員・施設等の被災による市役所機能の大幅な低下 

【取組み】 ・ 迅速かつ的確な応急災害対策活動を行えるよう職員研修や訓練を実施し、災

害対応能力を高めるとともに、貝塚市業務継続計画の見直しを行う。 

・ 災害対策本部を設置する市役所本庁舎には、72 時間連続運転可能な非常用発

電設備及びオイルタンクを設置し、災害発生時の応急対策及び業務継続に必

要な対象スペースや機器に電力供給を行う。 

・ 災害対策本部を設置する市役所本庁舎の給水設備は、災害時を想定し、上水及

び雑用水（雨水利用、バックアップとして上水利用）の２系統により必要箇所

へ給水する。停電時には各種ポンプが機能するよう非常用発電設備から電力

供給を行う。 

・ 災害対策本部を設置する市役所本庁舎には、公共下水道が破断した場合に備

え、建物内ピットに汚水貯留槽を設置するとともに屋外マンホールトイレの

活用を図る。 

・ 新耐震基準を満たしていない公共建築物や災害対策活動の拠点・避難所とな

る公共建築物、ライフラインに直結するインフラ資産とその関連施設は、個別

の実施計画により、必要な耐震改修を実施し、防災機能の強化に努める。 

・ 効果的な災害応急対応や被災者支援を行うため、他自治体や民間企業等と災

害時応援協定の締結を推進する。 

・ 災害時の他自治体や関係機関からの援護を円滑に受け入れるため、受援計画

を策定する。 

4-1 防災・災害対応に必要な通信インフラの麻痺・機能停止 

【取組み】 ・ 災害発生時における通信手段として、緊急消防援助隊設備整備費補助金など

を活用し、消防救急デジタル無線、署活系携帯無線などを整備する。 

4-2 災害時に活用する情報サービスが機能停止し、情報の収集・伝達ができず、避難

行動や救助・支援が遅れる事態 

【取組み】 ・ 現在整備している無停電行政防災無線放送設備の他に、広報車による情報伝

達やスマートフォンアプリなどの導入により情報伝達手段の多重化を図る。

再掲（1－2） 

6-1 上水道等の長期間にわたる供給停止 

【取組み】 ・ 消防防災施設整備費補助金などを活用し、計画的に耐震性貯水槽の公費整備

を進めるとともに、開発指導要綱に基づく新規開発地への整備及び年間を通

じ点検調査を行い、上水道途絶時における消火用水の確保に取組む。 

・ 大阪広域水道企業団と連携を図り、水道施設・管路の更新・耐震化等を計画的
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に実施する。また、病院や避難拠点等の重要給水施設に対する対策を促進す

る。 

6-2 地域交通ネットワークの長期間にわたる機能停止 

【取組み】 ・ 老朽化・未耐震化の橋梁・道路付属施設等について道路メンテナンス事業補助

制度などを活用し、災害に強い地域交通ネットワーク形成を推進する。 

・ 大規模災害時に、ヘリコプターが発着できる後方支援拠点となるせんごくの

杜防災広場からの各医療機関までの車両通行経路、及び、市が管理する道路の

啓開作業の優先順位について、整理を行う。再掲（2－3） 

7-1 地震に伴う市街地での大規模火災の発生 

【取組み】 ・ 民間住宅・建築物の耐震対策を推進する。再掲（1－1） 

・ 危険空き家について、除却等の指導を行う。再掲（1－1） 

・ 災害発生時の救助・救急体制の絶対的不足に対処するため、現状の団員数を維

持する。再掲（2－2） 

・ 救急救命士の養成及び消防職員として必要な知識、技能の習得のため、消防学

校等専門的な教育機関への職員派遣を維持し、資質向上を目指す。再掲（2－

2） 

・ 青年層の消防団員の確保及び団員を専門的な教育訓練へ派遣するなど、消防

団の活性化・強化に努める。再掲（2－2） 

・ 消防力が劣勢となった場合に備え、各種消防相互応援協定を締結する。再掲

（1－3、2－2） 

・ 緊急消防援助隊の受入れ体制を整備するため、進出拠点の候補地調査及び受

援計画を策定する。再掲（1－3、2－2） 

・ 住宅防火診断や事業所等への防火指導等、防火防災意識の向上を図るととも

に、住宅用火災警報器の設置維持（更新含む）管理の向上を図る。 

・ 通電火災を防ぐため、感震ブレーカーの設置の普及啓発を行う。 

7-2 ため池の損壊による死傷者や農業被害の発生 

【取組み】 ・ 農業水路等長寿命化・防災減災事業などを活用し、順次作成・配付しているた

め池ハザードマップを活用し、被害の軽減を図るとともに、農業用水路等農業

生産基盤の強化を図る。 

・ 鳥獣被害防止総合対策交付金などを活用し、農作物の被害を軽減する。 

 

３ 施策の推進管理 

本計画に掲げる施策の実効性を確保するために、明確な責任体制のもとで施策毎の推進管理を

行うことが必要であることから、各施策の推進に当たっては、個別の施策毎の進捗状況や目標の

達成状況などを定期的に検証し、効果的な施策の推進につなげる。 

  



10 

 

【別紙１】脆弱性に対する施策分野の評価 

 

１ 直接死を最大限防ぐ 

1-1）不特定多数が集まる施設における大規模火災や施設の倒壊による多数の死傷者の発生 

【評価】 

（公共建築物の耐震化） 

○ 私立幼稚園及び認定こども園等の耐震対策について、大阪府と連携し推進する必要がある。 

○ 新耐震基準を満たしていない木造公営住宅について、現在進めている除却事業の早期完了

を目指す必要がある。 

（公共建築物の老朽化対策） 

○ 公共建築物の老朽化対策については、「貝塚市公共施設等総合管理計画」の実施方針に基づ

き進めている点検や修繕・更新等を、引き続き適切に行う必要がある。 

（空き家対策） 

○ 老朽化した空き家の増加は、災害の被害を拡大させる可能性を高めることから、空き家対

策を促進する必要がある。 

（その他） 

○ 災害による火災の未然防止や被害低減を図るため、引き続き関係機関と連携を図り、火災

予防に関する啓発活動や防火設備の設置促進、危険物施設の安全確保などの取組みの促進

が必要である。 

○ 家具の転倒による被害を防ぐ固定具や、通電火災を防ぐために感震ブレーカーを設置など

の防災対策の普及啓発を行う必要がある。 

○ 住民が安全な避難を行うため、災害毎の避難所や一時避難場所の指定、防災農地の登録な

どを進める必要がある。また、避難行動要支援者支援のため、避難行動要支援者名簿の更

新や支援体制づくりが必要である。 

 

1-2）地震や津波、台風、高潮等による多数の死傷者の発生 

【評価】 

（施設整備） 

○ 高潮、津波等から市街地等への浸水を防ぐため、高潮や津波対策施設等の老朽化対策や耐

震対策等を進める必要がある。 

○ 雨水管渠吐口への水門等設置、既存雨水ポンプ場の津波対策工事や耐震工事を実施する必

要がある。 

（情報収集・情報伝達） 

○ 災害時の高齢者等避難などの判断を適切に行うため、より円滑に情報収集できるよう、気

象庁や大阪府等からの災害の情報収集手段の更新に適宜対応する必要がある。 

○ 災害時において、被害が発生する前の段階に高齢者等避難、避難指示を適切に発令できる

ように、避難所や防災行政無線、その他情報伝達手段の更新状況に応じ、「避難情報発令の

判断・伝達マニュアル」を適宜更新する必要がある。 
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○ 現在整備している無停電行政防災無線放送設備の他に、広報車による情報伝達やスマート

フォンアプリなどの導入により情報伝達手段の多重化を図る必要がある。 

（防災訓練・避難訓練） 

○ 洪水や高潮などの風水害を対象としたタイムラインの策定が必要である。 

○ 防災意識向上のため、防災講座や防災訓練を定期的・継続的に実施する必要がある。 

○ 医療施設や社会福祉施設等の利用者が迅速に避難できるよう各施設において、マニュアル

等の作成や訓練を実施するよう働きかける必要がある。 

（防災教育） 

○ 各校において、計画的に避難訓練や教科及び総合的な学習の時間等で防災に関する学習を

実施する必要がある。 

 

1-3）広域かつ長期的な市街地等の浸水による多数の死傷者の発生 

【評価】 

（河川・排水路） 

○ 川底に堆積した土砂や河川敷内に生えている立木などは、河川の氾濫リスクが高まること

から、適宜、河道掘削と河川敷内の伐木が必要である。 

○ 引き続き計画的に、河川や排水路の適切な管理に努める必要がある。 

（下水道機能の確保） 

○ 浸水を防ぐため、雨水施設（管渠、ポンプ場等）の整備、既存雨水施設の計画的な点検調

査・改築更新を行う必要がある。 

（情報収集・情報伝達） 

○ 災害時の高齢者等避難などの判断を適切に行うため、より円滑に情報収集できるよう、気

象庁や府等からの災害の情報収集手段の更新に適宜対応する必要がある。再掲（1－2） 

○ 災害時において、被害が発生する前の段階に高齢者等避難、避難指示を適切に発令できる

ように、避難所や防災行政無線、その他情報伝達手段の更新状況に応じ、「避難情報発令の

判断・伝達マニュアル」を適宜更新する必要がある。再掲（1－2） 

○ 現在整備している無停電行政防災無線放送設備の他に、広報車による情報伝達やスマート

フォンアプリなどの導入により情報伝達手段の多重化を図る必要がある。再掲（1－2） 

（防災訓練・避難訓練） 

○ 洪水や高潮などの風水害を対象としたタイムラインの策定が必要である。 

○ 防災意識向上のため、防災講座や防災訓練を定期的・継続的に実施する必要がある。再掲

（1－2） 

○ 医療施設や社会福祉施設等の利用者が迅速に避難できるよう各施設において、マニュアル

等の作成や訓練を実施するよう働きかける必要がある。再掲（1－2） 

（防災教育） 

○ 各校において、計画的に避難訓練や教科及び総合的な学習の時間等で防災に関する学習を

実施する必要がある。再掲（1－2） 
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1-4）大規模な土砂災害等による多数の死傷者の発生 

【評価】 

（情報収集・情報伝達） 

○ 災害時の高齢者等避難などの判断を適切に行うため、より円滑に情報収集できるよう、気

象庁や大阪府等からの災害の情報収集手段の更新に適宜対応する必要がある。再掲（1－

2、3） 

○ 災害時において、被害が発生する前の段階に高齢者等避難、避難指示を適切に発令できる

ように、避難所や防災行政無線、その他情報伝達手段の更新状況に応じ、「避難情報発令の

判断・伝達マニュアル」を適宜更新する必要がある。再掲（1－2、3） 

○ 現在整備している無停電行政防災無線放送設備の他に、広報車による情報伝達やスマート

フォンアプリなどの導入により情報伝達手段の多重化を図る必要がある。再掲（1－2、3） 

（防災訓練・避難訓練） 

○ 土砂災害を対象としたタイムラインの策定が必要である。 

○ 防災意識向上のため、防災講座や防災訓練を定期的・継続的に実施する必要がある。再掲

（1－2、3） 

（防災教育） 

○ 各校において、計画的に避難訓練や教科及び総合的な学習の時間等で防災に関する学習を

実施する必要がある。再掲（1－2、3） 

○ 土砂災害防止法に基づき、土砂災害警戒区域の指定された全ての地域に対し、ハザードマ

ップで危険となる箇所を周知する必要がある。 

 

２ 救助・救急、医療活動が迅速に行われるとともに、被災者等の健康・避難生活環境を確実に

確保する 

2-1）被災地での食料・飲料水等、生命に関わる物資供給の停止 

【評価】 

（給水ポンプ車） 

○ 給水ポンプ車による給水作業を円滑に実施するため、定期的に操作訓練を実施する必要が

ある。 

（関係機関との連携） 

○ 他市町や民間企業と災害応急対応や被災者支援に関する応援協定を締結しており、より効

果的な対応が取られるよう応援協定締結の更なる推進の必要がある。 

（食料・飲料水等の備蓄） 

○ 現在各避難所等に備蓄している食料・飲料水等の状況について、数量及び使用期限等を適

宜確認し、常に使用できる状態を保つ必要がある。 

○ 各家庭での食料等の備蓄を促進させるため、さらなる啓発が必要である。 

 

2-2）消防等の被災等による救助・救急活動等の絶対的不足 

【評価】 
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（消防施設） 

○ 消防指令台について、停電時でも確実に作動できるよう非常用電源の保守管理を徹底する

必要がある。 

○ 消防団器具庫について、耐震化未実施の施設があることから、計画的に耐震化を図る必要

がある。 

（関係機関との連携） 

○ 他市町や民間企業と災害応急対応や被災者支援に関する応援協定を締結しており、より効

果的な対応が取られるよう応援協定締結の更なる推進の必要がある。再掲（2－1） 

○ 他の自治体からの支援を受け入れるための体制整備を行う必要がある。 

○ 地域防災力の向上のため、消防団、自主防災組織などの活動強化が必要である。 

 

2-3）医療施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援ルートの途絶、エネルギー供給の途絶によ

る医療機能の麻痺 

【評価】 

（関係機関との連携） 

○ 他市町や民間企業と災害応急対応や被災者支援に関する応援協定を締結しており、より効

果的な対応が取られるよう応援協定締結の更なる推進の必要がある。再掲（2－1、2） 

○ 他の自治体からの支援を受け入れるための体制整備を行う必要がある。再掲（2－2） 

（支援ルートの確保） 

○ 大規模災害時にヘリコプターが発着できる後方支援拠点となるせんごくの杜防災広場から

の各医療機関までの車両通行道路を予め整理しておく必要がある。 

 

2-4）被災地における疫病・感染症等の大規模発生 

【評価】 

（関係機関との連携） 

○ 他市町や民間企業と災害応急対応や被災者支援に関する応援協定を締結しており、より効

果的な対応が取られるよう応援協定締結の更なる推進の必要がある。再掲（2－1、2、3） 

○ 他の自治体からの支援を受け入れるための体制整備を行う必要がある。再掲（2－2、3） 

 

 

2-5）劣悪な避難生活環境、不十分な健康管理による多数の被災者の健康状態の悪化・死者の発

生 

【評価】 

（避難所環境） 

○ 被災者の避難生活を支援するため必要な受け入れ体制の確保や地域の実情に即した「貝塚

市避難所開設・運営マニュアル」を充実させる必要がある。 

○ 福祉避難所の指定、運営体制を確保する必要がある。 
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○ 長期間にわたる避難生活を想定し、健全な避難所環境を維持するため、各避難所に非常用

電源及び空調機を整備するとともに、非構造部材について耐震化を行う必要がある。 

○ 各避難所には、食料や飲料水、毛布、シート、その他身の回りの必要備品を適当数配置す

るとともに、断水によりトイレが使用できなくなることを想定し、簡易トイレを整備する

必要がある。 

○ 避難所における生活ごみの回収対策を講じる必要がある。 

 

３ 必要不可欠な行政機能は確保する 

3-1）市の職員・施設等の被災による市役所機能の大幅な低下 

【評価】 

（職員の配備体制） 

○ 「貝塚市業務継続計画」の改定・運用を行い、災害時の配備体制を確保する必要がある。 

○ 災害時に迅速かつ的確な応急災害対策活動を行えるよう、職員研修や訓練を行い、災害対

応に対する意識や能力の向上を図る必要がある。 

（市役所庁舎等） 

○ 災害対策活動の拠点・避難所となる公共建築物、ライフラインに直結するインフラ資産と

その関連施設について、新耐震基準を満たすよう必要な耐震改修を実施する必要がある。 

（関係機関との連携） 

○ 他市町や民間企業と災害応急対応や被災者支援に関する応援協定を締結しており、より効

果的な対応が取られるよう応援協定締結の更なる推進の必要がある。再掲（2－1、2、3、

4） 

○ 他の自治体からの支援を受け入れるための体制整備を行う必要がある。再掲（2－2、3、4） 

（情報処理システム） 

○ 情報処理業務における、外部のデータセンターを利用するクラウドの導入やデータセンタ

ーとの通信回線の冗長化、強靭化が図られていることから、引き続き現業務体制を継続す

る必要がある。 

４ 必要不可欠な情報通信機能・情報サービスは確保する 

4-1）防災・災害対応に必要な通信インフラの麻痺・機能停止 

【評価】 

（情報処理システム） 

○ 市役所庁舎及び各避難所の電話回線について、災害時に優先使用できる回線を確保する必

要がある。 

○ 情報処理業務における、外部のデータセンターを利用するクラウドの導入やデータセンタ

ーとの通信回線の冗長化、強靭化が図られていることから、引き続き現業務体制を継続す

る必要がある。再掲（3－1） 

 

4-2）災害時に活用する情報サービスが機能停止し、情報の収集・伝達ができず、避難行動や救

助・支援が遅れる事態 
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【評価】 

（情報収集・情報伝達） 

○ 現在整備している無停電行政防災無線放送設備の他に、広報車による情報伝達やスマート

フォンアプリなどの導入により情報伝達手段の多重化を図る必要がある。再掲（1－2、3、

4） 

 

５ 経済活動を機能不全に陥らせない 

5-1）原料の調達から生産、消費者への製品到達までの繋がり（サプライチェーン）の寸断等に

よる企業の生産力低下 

【評価】 

（企業への防災活動啓発） 

○ 各企業に対して防災訓練の実施を推奨するとともに、関係機関が連携した合同訓練等を行

う必要がある。 

○ 国の防災基本計画では、企業が業務継続計画（ＢＣＰ）を策定するよう努めると規定して

いることから、認知度を高めるとともに、中小企業への業務継続計画（ＢＣＰ）策定の周

知を進める必要がある。 

 

5-2）主要幹線道路が分断するなど、基幹的交通ネットワークの機能停止による物流・人流への

甚大な影響 

【評価】 

（橋梁の耐震化） 

○ 「貝塚市地域防災計画」で指定された地域緊急交通路に位置する橋梁のうち、耐震化補強

が必要な橋梁について、順次計画的に整備する必要がある。 

 

 

5-3）食料等の安定供給の停滞 

【評価】 

（関係機関との連携） 

○ 他市町や民間企業と災害応急対応や被災者支援に関する応援協定を締結しており、より効

果的な対応が取られるよう応援協定締結の更なる推進の必要がある。再掲（2－1、2、3、

4、3－1） 

（企業への防災活動啓発） 

○ 各企業に対して防災訓練実施を推奨するとともに、関係機関と連携して合同訓練等を行う

必要がある。再掲（5－1） 

○ 国の防災基本計画では、企業が業務継続計画（ＢＣＰ）を策定するよう努めると規定して

いることから、認知度を高めるとともに、中小企業への業務継続計画（ＢＣＰ）策定の周

知を進める必要がある。再掲（5－1） 
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６ ライフライン、交通ネットワーク等の被害を最小限に留めるとともに、早期に復旧させる 

6-1）上水道等の長期間にわたる供給停止 

【評価】 

（水道管の耐震化） 

○ 水道施設・管路の更新等を計画的に実施する対策として、現在実施している老朽管耐震化

事業を更に推進する必要がある。 

（浄水場・配水場等の電源確保・耐震化） 

○ 非常用電源供給装置の整備は完了し、停電による供給停止の可能性はなくなったが、耐震

補強が必要な配水池が一部残っているため、その耐震化を図る必要がある。 

 

6-2）地域交通ネットワークの長期間にわたる機能停止 

【評価】 

（橋梁の耐震化） 

○ 「貝塚市地域防災計画」で指定された地域緊急交通路に位置する橋梁のうち、耐震化補強

が必要な橋梁について、順次計画的に整備する必要がある。再掲（5－2） 

 

７ 制御不能な複合災害・二次災害を発生させない 

7-1）地震に伴う市街地での大規模火災の発生 

【評価】 

（防火啓発） 

○ 火災は、市民の防火に関する意識により未然に防ぐことができるものが多いことから、防

火指導や啓発により、市民の防火意識の向上に努める必要がある。 

また、住宅用火災警報器の設置及び適正な維持管理とともに、通電火災防止への取組みに

ついて周知する必要がある。 

 

（空き家対策） 

○ 老朽化した空き家の増加は災害の被害を拡大させる可能性が高まることから、空き家対策

を促進する必要がある。再掲（1－1） 

 

 

 

7-2）沿線・沿道の建物倒壊等による交通機能の麻痺 

【評価】 

（建築物等の耐震化） 

○ 新耐震基準を満たしていない木造公営住宅について、現在進めている除却事業の早期完了

を目指す必要がある。 

（公共建築物等の老朽化対策） 
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○ 公共建築物の老朽化対策については、「貝塚市公共施設等総合管理計画」の実施方針に基づ

き進めている点検や修繕・更新等を、引き続き適切に行う必要がある。再掲（1－1） 

（空き家対策） 

○ 老朽化した空き家の増加は、災害の被害を拡大させる可能性を高めることから、空き家対

策を促進する必要がある。再掲（1－1、7－1） 

 

7-3）ため池の損壊による死傷者や農業被害の発生 

【評価】 

（ため池） 

○ ハード対策のみでは、被害を完全に防ぐことは難しいため、ため池ハザードマップを活用

し、被害の軽減を図る必要がある。 

 

８ 社会・経済が迅速かつ従前より強靱な姿で復興できる条件を整備する 

8-1）大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞により復興が大幅に遅れる事態 

【評価】 

○ 災害時に発生する大量の災害廃棄物を想定し、複数の災害廃棄物集積所の指定、検討の必

要がある。 

 

8-2）復興を支える人材等の不足により復興が大幅に遅れる事態 

【評価】 

（関係機関との連携） 

○ 他市町や民間企業と災害応急対応や被災者支援に関する応援協定を締結しており、より効

果的な対応が取られるよう応援協定締結の更なる推進の必要がある。再掲（2－1、2、3、

4、3－1、5－3） 

○ 他の自治体からの支援を受け入れるための体制整備を行う必要がある。再掲（2－2、3、4、

3－1） 
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【別紙２】個別事業一覧 

交付金・ 

補助金名 

①個別事業名 

②個別事業内容 
箇所(場所) 

期間 

(年度～年度) 
総事業費(千円) 備考 

就学前教

育・保育施

設整備交

付金 

①海塚保育所新築工事 

②海塚保育所耐震化整備

事業 

海塚一丁目 10 番 17

号 

令和 7 年度～ 

令和 8 年度 
  

農業水路

等長寿命

化・防災減

災事業 

①土地改良施設整備事業 

②ため池(福田今池)改修工

事 

福田今池(福田) 

麻生井水路（三ツ

松） 

令和 5 年度～ 

令和 9 年度 
112,000  

鳥獣被害

防止総合

対策交付

金 

①有害鳥獣捕獲対策事業 

②アライグマ捕獲檻の購入に

対する補助。 

貝塚市内(山手地域) 終了予定なし 令和 7 年度： 115  

防災・安全

交付金 

①ストックマネジメント事業 

②管渠点検調査 

調査結果に基づく計画策定 

改築更新事業 

北部・中部処理区 
令和 2 年度～ 

令和 11 年度 
1,712,000 

総事業費は

増減すること

があります 

防災・安全

交付金 

①雨水ポンプ場非常用電源

設置事業 

②三昧川雨水ポンプ場の非

常用電源装置 

三昧川雨水ポンプ場 
令和 5 年度～ 

令和 11 年度 
554,000 

総事業費は

増減すること

があります 

防災・安全

交付金 

①耐震化事業 

②耐震化事業 

三昧川雨水ポンプ場 

見落川雨水ポンプ場 

二色の浜雨水ポンプ場 

津田雨水ポンプ場 

令和 6 年度～ 

令和 11 年度 
89,000 

総事業費は

増減すること

があります 

下水道防

災事業費

補助 

①貝塚市雨水ポンプ場改築・

更新事業 

(津田雨水ポンプ場・二色の

浜雨水ポンプ場) 

②雨水ポンプ場の改築・更新

事業 

津田雨水ポンプ場 

二色の浜雨水ポンプ場 

令和 2 年度～ 

令和 8 年度 
1,600,000  

防災・安全

交付金 

①下水道耐震化事業 

②簡易診断等の実施 
貝塚市内 

令和 8 年度～ 

令和 10 年度 
62,000 

総事業費は

増減すること

があります 
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交付金・ 

補助金名 

①個別事業名 

②個別事業内容 
箇所(場所) 

期間 

(年度～年度) 
総事業費(千円) 備考 

下水道防

災事業費

補助 

①湾岸中部処理区大規模

雨水処理施設整備事業 

②雨水ポンプ場の改築・更新

事業 

三昧川雨水ポンプ場 

見落川雨水ポンプ場 

二色の浜雨水ポンプ場 

津田雨水ポンプ場 

令和 8 年度～ 

令和 15 年度 
3,044,000 

総事業費は

増減すること

があります 

防災・安全

交付金 

①道路事業 

②橋梁修繕・耐震補強 

三ツ松白地線 

(三ツ松大橋) 

令和４年度着手 

令和７年度完了 
145,000  

防災・安全

交付金 

①道路事業 

②橋梁修繕・耐震補強 

麻生中橋本線 

(平成大橋) 

令和 6 年度着手 

令和 10 年度完

了 

190,000  

防災・安全

交付金 

①道路事業 

②橋梁修繕・耐震補強 

小瀬神前線 

(昆陽野橋) 

令和 7 年度着手 

令和 10 年度完了 
80,000  

防災・安全

交付金 

①道路事業 

②橋梁修繕・耐震補強 

水間片山線 

（片山橋） 

令和 8 年度着手 

令和 11 年度完

了 

100,000  

防災・安全

交付金 

①住宅建築安全ストック形成

事業 

②耐震促進 

貝塚市内    

防災・安全

交付金 

①三ケ山配水場№１配水池

耐震化事業 

②配水池耐震化事業 

三ケ山配水場 
令和 8 年度～ 

令和 9 年度 
114,100 

総事業費は

増減すること

があります 

防災・安全

交付金 

①導水管耐震化事業 

②導水管耐震化事業 
貝塚市内 

令和 9 年度～ 

令和 10 年度 
300,000 

総事業費は

増減すること

があります 

防災・安全

交付金 

①配水管耐震化事業 

②重要施設配水管耐震化

事業 

貝塚市内 
令和 8 年度～ 

令和 12 年度 
350,000 

総事業費は

増減すること

があります 

 


